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中医協委員決まる。西澤会長が再任
邉見委員も再任。茨城県医師会から鈴木理事（医法協副会長）が就任

中医協委員の任命問題が決着、10月1日付で任期満了を迎えていた診
療側委員（医科）5名のうち、病院を代表する西澤寛俊、邉見公雄両委員は
再任が決まった。日本医師会から推薦を得ていた3名は再任されず、地
方医師会役員2名と国立大学医学部長が新たに任命された。10月26日
の記者会見で長妻厚生労働大臣が発表した。
委員はともに28日付の再任・新任となる。中医協は10月30日に総会

と診療報酬基本問題小委員会を開催、2010年度診療報酬改定に向けた
議論を再開した。（2面に中医協総会・基本小委の記事を掲載）

病院現場に精通した委員が多数を占める

任期を迎えた中医協委員の人選を見
直す方針が決まったのは9月28日の厚労

省政務三役会議。中医協の空白は1ヵ月
に及んだ。厚労省保険局医療課は週2

～3回のペースで基本小委を開催、議論
の遅れを取り戻したいとしている。
再任・新任された診療側医科委員は、

西澤寛俊（全日病会長＝再任）、邉見公
雄（全国公私病院連盟副会長）、嘉山孝
正（山形大学医学部長）、鈴木邦彦（茨城
県医師会理事）、安達秀樹（京都府医師
会副会長）の各委員。
このうち、鈴木邦彦委員は病院経営

者として医法協副会長を務めているほ
か、全日病の会員でもあり、病院医療
にたずさわる委員が5名中4名を占めた。
薬剤師代表として新任された三浦洋嗣
委員（日本薬剤師会常務理事）も病院薬
剤師出身であるなど、任期が残る日本
歯科医師会の委員を含む診療側7名中5
名が病院現場に精通した委員で構成さ
れることになった。このほか、専門委
員に放射線技師が初めて任命された。
今回の中医協人事は、診療側医科委

員に関しては、10月22日前後に厚労省
三役の間でほぼ案がまとまったとみら
れる。
長妻大臣は日医推薦3名の再任を見

送り、新たに地方医師会の鈴木・安達
両氏と大学医学部の嘉山氏を起用する
方針を固めた。このうち、安達氏は日
医の現社会保険診療報酬検討委員会委
員長でもあるが、日医による推薦はと
らないものとした。
大臣サイドは、地方医師会から2名

を起用する旨を日医に文書で送付し、

理解を求めた。しかし、日医は従来ど
おり執行部から委員を派遣することを
希望、大臣案に強い難色を示した。大
臣サイドは26日に再度理解を求める文
書を日医に送付したが、日医は引き続
き再考を求める姿勢に終始したため、
大臣サイドは“これ以上時間をかけるこ
とはできない”として、同日19時に緊急
記者会見を設定、内定の公表に踏み切
ったもの。
民主党筋ほか各方面からも様々な働

きかけがあった模様だが、「10年度改
定で病院に厚く手当てしたい」とする長
妻大臣と足立政務官の思いを最後まで
貫ぬいた人事となった。
長妻大臣は26日の会見で、社会保障

審議会の医療部会と医療保険部会につ
いても、改選を迎える委員の人選を“政
治主導”で進めていることを明らかにす
るとともに、なお検討に時間を要する
という認識を示した。社保審における
改定基本方針の議論は委員の足並みが
揃ってからであり、基本方針にもとづ
いた中医協の各論審議はきわめてタイ
トなスケジュールになる公算が強い。
大臣は、さらに、既存の団体代表にと
らわれず、幅の広い人材を集めて“医
療全体を考える国民会議”を立ち上げ、
医療提供と医療保険にまたがった改革
全体の方向性について国民レベルの意
見集約を試みる考えを表明した。

社会保険病院と厚生年金病院が一転存続へ！
臨時国会に法案を提出。巨大な公的病院機構が誕生公的病院の整理・合理化問題

厚生労働省は社会保険病院と厚生年金病院を売却等整理・合理化する方針を転換。独
立行政法人地域医療機能推進機構を設立し、現在の独立行政法人年金・健康保険福祉施
設整理機構から移管させ、地域医療に必要な施設として存続させる方針を決めた。
民主党のマニフェストにそった施策で、政府は27日に、存続の受け皿となる法人を

設立する「独立行政法人地域医療機能推進機構法案」を閣議決定し、同日、国会に提出し
た。臨時国会で法案が成立すれば2011年4月1日に一部公布される。

「（独）地域医療機能推進機構法案」をま
とめた社会保険庁は10月19日に開催され
た第2回厚生労働省政策会議で法案の
説明を行なった。
政策会議は、新政権下における「政策
決定の一元化」を実現するために自民
党の部会にあたる民主党の部門会議を
廃止する代わりに、与党議員が出席し
て副大臣らと政策を議論する会議とし
て省庁ごとに設置されたもの。
社会保険病院は全国に53病院（1万

4,616床）あり、うち29病院が介護老人保
健施設を併設している。2008年度の決
算はグループ全体で収入2,911億円（収
支差－17億円）、うち23病院が単年度
赤字となっている（08年度）。
政管健保の保険者である社会保険庁

が設置者であったが、自公政権下の統
廃合・民営化方針に従って、08年10月に
（独）年金・健康保険福祉施設整理機構
（RFO）に移管されている。主たる受託
法人は全国社会保険協会連合会（全社
連）で、49病院の運営を引き受けている。
全国に10病院（4,014床）ある厚生年金

病院も社会保険庁が設置者で、厚生年
金事業振興団（7病院）と全社連（3病院）
が経営を受託している。08年度の収入
は707億円（収支差＋11億円）で、6病院
が黒字となるなど収支は比較的堅調だ。
社会保険病院と厚生年金病院はこれ

まで受託団体の独立採算によって運営
され、国は一般会計から繰り入れを行
わない「国有民営方式」を採用してき
た。ただし、保険料を病院運営と整備
に充てていたために国会や世論から批
判を受け、厚生年金病院は04年度から、
社会保険病院は05年度から財源への保
険料投入を中止するとともに、独採下
での行き詰まりを考慮して、その整理・
合理化を目的として08年10月にRFOを
設立、そこに出資するかたちで社保庁
から譲渡された。
ただし、統廃合・民営化を進めるRFO

の設立は10年9月末までの時限的措置
であり、その後の対応について自公政権
下で明確な合意にはいたっていない。
これに対して、民主党は、マニフェ

ストに「厚生年金病院及び社会保険病

院は公的に存続させることを原則に、
新たに地域医療推進機構（仮称）を設置
して両病院の管理、運営にあたらせま
す」と書き込み、自公政権と反対の政
策を掲げて総選挙で大勝した。
長妻大臣他厚生労働三役は、公約実

行をめざす立場から、就任早々、事務
方に「地域医療推進機構」設置法の検
討を指示。その結果、「（独）地域医療機
能推進機構法案」がまとまり、分社化
を統合化へと戻す郵政事業と同様、U
ターンの政策が実行に移されることに
なった。
「（独）地域医療機能推進機構法案」は、
現在も社保庁が保有している船員保険
病院も対象に加えた3グループ計66病
院（1万9,416床）を10年10月から新機構
に移管し、独立会計で相続させるため
に11年4月1日に新機構を設立。それま
での間はRFOの存続期限を延期すると
ともに、10年1月1日に船員保険病院を
RFOに出資し、譲渡する。新機構は13
年3月末までを準備期間として、それ
までは従来の特例民法法人に病院運営
の委託を続ける、としている。
自公政権下での合意では、特に厚生

年金病院は10病院すべてを他に譲渡す
ることで合意されて、社会保険病院に
ついても譲渡または廃止という方針か
ら、譲渡先が決まらなければ廃止され
ることになっていた。

それが、何ら関係者の議論を得るこ
となく、たった1ヶ月の事務作業で、66
施設2万床規模の巨大公的病院として
突然蘇生することになったのである。
社会保険病院については、一体に運

営されている新宿診療所の一般競争入
札がこの8月に実施されており、その
売却が決まっている。
10月19日の厚生労働省政策会議で

は、民主党議員から「新宿診療所の売
却を中止すべきではないか」という声が
あがったが、厚労三役は「健診が主の
施設が公的に存続といえるのか。譲渡
により地域医療の確保に支障が生ずる
とは考えられない」ことを理由に再考
を否定している。
同日の説明で、社保庁は、同法の施

行に際して、①新たな国民負担（税・保
険料）は求めない、②これまで国から
委託を受けて運営してきた社会保険関
係団体の改革を進める、③5年後を目途
に機構の在り方について検討を行なう
方針を明らかにした。
しかし、13年3月まで現在と同じ機

関が運営を続ける限り、病院経営の抜
本的な改革は期待できない。したがっ
て、この方針は、赤字まみれとなり、そ
の累積額をさらに膨らますことが確実
な社会保険病院等の最終処分を単に先
送りするだけではではないかという疑
問が病院関係者から出ている。

▲中医協人事を発表する長妻大臣。手前は足立政務官
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10月17日に開かれた第7回常任理事会
は「平成22年度税制改正要望書」を承認
した。長妻昭厚生労働大臣に対する本
会初の要望書となる。
2010年度税制改正要望事項は、（1）社
会保険診療報酬に対する消費税の原則
課税、（2）医療機関に対する事業税特例
措置（社会保険診療報酬に対する事業税
の非課税、医療法人に対する事業税の
軽減措置）の継続、（3）病院用建物等耐
用年数の短縮、（4）社会医療法人に対す
る寄附金税制の整備および認定取消し
時一括課税の見直し、（5）持分のある医
療法人が相続発生後５年内に持分のな
い医療法人に移行する場合の相続税猶
予制度の創設、の5点からなる。
社会医療法人にかかわる措置の要望

内容は、①社会医療法人を税法上の特
定公益増進法人とし、これらに対して
寄付が行われた場合に、寄付をした側
については支出額の一定部分を所得税
法上の寄付金控除の対象または法人税
法上の損金として取り扱うとともに、
社会医療法人側では寄付金を益金不算
入とすること、②社会医療法人の認定
が取り消された場合に過年度全ての非
課税収益に一括課税するという取り扱
いの見直し、からなる。
（1）から（4）の①についてはこれまで
も取り上げてきたが、今回初めて、社
会医療法人認定取消時の過年度非課税
収益への課税見直しと相続発生から5
年以内の移行課税猶予制度の創設を追
加した。

相続発生から5年以内は移行課税の猶予を要望
2010年度税制改正

チーム医療評価には「入院基本料の大幅増額」が必要
「入院基本料の別にかかわらず看護補助加算を認めるべき」

日本病院団体協議会の診療報酬実務
者会議（委員長・猪口雄二全日病副会長）
は10月21日の会合で、2010年度診療報
酬改定に向けた資料として「2010年度
診療報酬改定に係る要望書（第２報）に

関する指摘事項への回答について」をま
とめた。
日病協が７月31日に厚生労働大臣宛

に提出した「2010年度診療報酬改定の
要望書（第２報）」に関連して、佐藤敏信

医療課長の所望に答えたもの。
内容は「チーム医療の評価について」
および「7対1、10対1病棟における看護
補助者の具体的業務内容、実際の診療
現場における看護補助者の活用につい

て」の２点からなる。
23日の代表者会議で承認され、10月

30日に厚労省保険局佐藤敏信医療課長
に提出した。
「回答」の概要は以下のとおり。

日本病院団体協議会「平成22年度診療報酬改定に係る要望書（第2報）に関する指摘事項への回答について」 10月30日

■7対1、10対1の病棟における看護補
助者の具体的な業務内容、実際の診療現
場における看護補助者の活用について
（概要）
入院基本料7対1および10対1病院の

多くは、看護師業務の負担軽減、医療
安全管理の推進、医療の質の向上を目
的として看護補助者を配置している。
看護補助者の業務は医療機関により多
少の差異はあるが、おおよそ下記のと
おりである。
1. 生活環境にかかわる業務
(1)病床および病床周辺の清潔・整頓 、
(2)病室環境の調整（温度、湿度、採光、
換気など）、 (3)リネン類の管理
2. 日常生活にかかわる業務
(1)身体の清潔に関する世話 、(2)排泄
に関する世話、 (3)食事に関する世話、
(4)安全・安楽に関する世話 、(5)運動・

移動に関する世話
3. 診療にかかわる周辺業務
(1)検査・処置等に必要な依頼箋・伝票
類の準備と結果報告の整備、 (2)診療
に必要な書類（台帳、カルテ、その他）
の整備・補充 、(3)検査・処置に必要
な機械・器具等の準備と後片づけ、
(4)診療材料等の補充・整理 、(5)入退
院・転出入に関する世話
看護補助者は上記１～３の業務を看

護師の指導の下、または看護師と協働
して行い病棟業務を支えている。
加速度的な高齢化に伴い、特に上記

２を中心とした「療養上の世話に関す
る業務」が増大している。
また、入院基本料７対１および10対

１の病棟における総看護提供時間に占
める療養上の世話に関する提供時間は
下記のように報告されている（表1）。

表1●総看護提供時間と大分類別看護提供時間 (平均値：分)

   7対1(N=419)

10対1(N=147)

総看護提供時間

    265.11

    204.45

療養上の世話

   208.01

   160.62

治療・処置に伴う看護

       48.63

        35.91

機能訓練

  4.05

  4.38

看護管理

  4.42

  3.54

表2●看護補助者の配置実態（09年8月実施。東京、神奈川、徳島、宮崎の6病院）
 区  分

  7対1

10対1

病棟数

  14

    2

入院患者数

   482人 

     53人

正・准看護師数

    348.2人

      34.5人

補助者人数

   78.6人

   10.0人

補助者／正・准看護師

       22.5%

       28.9%

100床あたり補助者人数

         16.3人

         18.8人

上の表に示されているとおり、総看
護提供時間に占める療養上の世話に関
する提供時間は、およそ8割弱である。
入院基本料７対１および10対１の病棟
においても療養上の世話に関する業務
比率が高く、その業務を看護師だけに
負わせるのは負担が大きすぎる。
7対1、10対1の病棟においても加速

する高齢化により、今後も増え続ける
日常生活にかかわる業務(身体の清潔
に関する世話、排泄に関する世話、食
事に関する世話、安全・安楽に関する

世話、運動・移動に関する世話)につ
いては、看護補助者を中心とした業務
体制の確立が必須である。
また、高度化する医療安全や患者の

ニーズに対応するため、これら看護補
助業務については、より専門性の高い
職種の協力も、今後は必要不可欠とな
る。
看護補助者の配置実態について全日

病で緊急にサンプル調査を行った結
果、ほぼ看護補助加算1に相当する配
置実態が認められた（表2）。

サンプル調査対象の医療機関では、中
医協調査項目中の「療養上の世話」につ
いて、看護師の監視下、ほぼ半数程度
の業務を看護補助者が単独で行ってい
る調査結果も得られた。実態として7
対1、および10対1の病棟においても多
数の看護補助者の配置は必須であり、
看護補助者が単独で行う業務も多数認
められた。
もはや7対1、および10対1の病棟に

おいても看護師のみの病棟運営は不可
能な状況であり、入院基本料の区分の
別にかかわらず看護補助加算を認める
べきである。

■チーム医療の評価について（概要）

近年の入院医療は、多くの専門職種
の共同作業によるチーム医療が必要不
可欠となった。
病棟業務においては、医師、看護師、
薬剤師、管理栄養士、栄養士、社会福
祉士、医療ソーシャルワーカー、精神
保健福祉士（PSW）、看護補助者、医療
クラーク、臨床検査技師、各種療法士、
診療情報管理士など多職種が共同して
診療業務を遂行しており、医療の安全・
質の向上に努めている。
チーム医療の必要性は、急性期病棟、
療養病棟、精神病棟などでも同様であ
り、必要に応じて次のようなチームが
形成されている。

医療安全管理、栄養管理（NST）、褥
瘡管理、リハビリテーション、認知症
ケア、在宅支援、感染症対策糖尿病療
養皮膚排泄ケア、緩和ケア、ターミナ
ルケア、地域支援
このように多くの職種が係り、病棟

業務・入院医療が成り立っている現実
は、多くの人件費が必要であることに
他ならない。
医療安全、感染症対策、褥瘡管理な

どは、入院基本料にすべて、もしくは
ほとんど包括されており、服薬指導、
栄養指導などは、報酬化されているも
のの、人件費を補うことは不可能であ
る。
中医協「医療経済実態調査」、公私病
院連盟・日病「病院運営実態分析調査」、
全日病「病院経営調査」、日精協「総合
調査」の各調査も人件費率の増加を明
らかに示している。また、給食、清掃等
は多くの病院が外注しており、これら
の間接人件費も考慮する必要がある。
一方、個々のチーム医療を正確に評価
することは、多くの調査と時間が必要
である。
以上より、崩壊しつつある入院医療

を再生し、入院医療の安全・質の向上
を確保するためには、次期改定におけ
る「大幅な入院基本料の増額」が必要で
ある。

全日病・医法協共催「医療安全推進週間企画 医療安全対策講習会」開催のご案内
本講習会は全日病・医法協共催「医療安全管理者養成課程講習会」及び2006年度まで四病協が実施
し講習会の「医療安全管理者認定証更新」のための講習（１単位）に該当します。

日　程●12月10日（木）13:00～16:20
会　場●東京都内　ＴＫＰ代々木ビジネス

センター（ＪＲ代々木駅西口徒歩
１分）

定　員●240名

参加費●5,000円
申込方法　所定申込書にご使用の上、12月4日
までにFax（03-3237-9366）にてお申し込
み下さい。
詳細は全日病HP掲載の案内を参照

11月の研修会（開催案内）

■看護部門長研修コース
2009年度第5回看護部門長研修コース

が10月23日に東京都内で開催され、40
名が受講した。
■特定保健指導アドバンスト研修（福岡会場）
「2009年度特定保健指導アドバンスト研
修」が10月31日に福岡市内で開催され、
68名が参加した

※詳細案内は全日病ホームページに掲出

10月の研修会（結果報告）
※長期にわたって開催される講習会の個
別日程は除く

■機能評価受審支援セミナー
第7回機能評価受審支援セミナー（ver.6.0）
鹿児島会場が11月20日に鹿児島市内で開
催される。
■臨床研修指導医講習会
全日病・医法協共催2009年度「臨床研修
指導医講習会」が12月5日、6日に東京都内
で開催される。

看護需給調査で四病協全会員病院に協力を要請
全日病は、現在、各都道府県が調査
に入りつつある「第7次看護職員需給見
通し調査」をより現状が反映されたもの
とすべく、回答に際して留意してほし
い点を会員に伝えることを決め、この
ほど文書を送付した。
文書は、「調査票には、各病院が現
在とっている看護基準を前提とした過
不足ではなく、本来希望する基準を考
えたときに、さらにどのくらいの増員
が必要であるかという見地から不足数
を記入してほしい」という主旨が書か
れている。

これについて、執行部は「行政から
届く調査票のため、一般には謙抑的な
需給感で回答されやすく、これまでの
需給見通しは、結果的に需給一致とみ
なされ、現場の不足感が反映されない
で来た。そこで、各病院が望む看護配
置からみたときの不足数を記入するよ
う訴えている」（神野副会長）と文書の
趣旨を説明している。
西澤執行部は10月28日の四病協総合
部会に当文書を四病協傘下の全会員病
院に送付することを提案、了承を得た。

全会員病院対象に3件の調査を実施
10月17日の第7回常任理事会で全会
員を対象にした3件の調査実施が承認・
報告された。
1つは、2011年度末で廃止となる「適
格退職年金制度」に関するアンケート調
査。同制度の廃止にともない厚生年金
基金、確定給付企業年金、確定拠出年
金または中小企業退職金共済へ移行す
る必要があるが、その準備に要する情
報等が不足しているとみられ、執行部
は、調査結果を基に説明会の開催を検
討するとしている。
また、全会員を対象に「過去の災害
時における医療支援活動についての現
況調査」を近々実施する。

調査は、支部ブロックごとに1つ以
上の「災害時に医療支援活動を行なう
病院」を選出するための資料に供する
ために実施され、過去の医療救護活動
や被災者受入実績や防災訓練等取り組
みの実状をたずねるもの。
また、10月に「病院における各職種
のあり方と役割分担に関するアンケー
ト」が実施された。病院のあり方委員
会（徳田禎久委員長）は病院各職種の役
割分担のあり方に関する議論に着手し
ているが、調査はその議論とりまとめ
に供するもので、結果は、11月の鹿児
島学会で催す同委員会主催のシンポジ
ウムで報告される。

日病協
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